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(57)【要約】
　画像処理装置は、被検体を撮像して得られた画像を観
察しながら作業を行うユーザの作業状態を推定して推定
結果を得る作業状態推定部と、被検体を撮像して得られ
る画像に含まれる鏡面反射領域を補正するための処理を
行う鏡面反射領域補正部と、作業状態推定部により得ら
れた推定結果に基づき、被検体における所望の被写体の
探索に係る第１の作業が行われていることを検出した場
合に、鏡面反射領域が維持された画像を観察画像として
出力させるための制御を行うとともに、被検体において
発見された所望の被写体の鑑別に係る第２の作業が行わ
れていることを検出した場合に、鏡面反射領域補正部に
より鏡面反射領域が補正された画像を観察画像として出
力させるための制御を行う制御部と、を有する。



(2) JP WO2018/105062 A1 2018.6.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を撮像して得られた画像を観察しながら作業を行うユーザの作業状態を推定して
推定結果を得るように構成された作業状態推定部と、
　前記被検体を撮像して得られる画像に含まれる鏡面反射領域を補正するための処理を行
うように構成された鏡面反射領域補正部と、
　前記作業状態推定部により得られた推定結果に基づき、前記被検体における所望の被写
体の探索に係る第１の作業が行われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域が維
持された画像を観察画像として出力させるための制御を行うとともに、前記被検体におい
て発見された前記所望の被写体の鑑別に係る第２の作業が行われていることを検出した場
合に、前記鏡面反射領域補正部により前記鏡面反射領域が補正された画像を観察画像とし
て出力させるための制御を行うように構成された制御部と、
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記作業状態推定部は、前記被検体を内視鏡で撮像して得られた画像である内視鏡画像
を観察しながら作業を行うユーザの作業状態を推定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記作業状態推定部は、前記被検体を前記内視鏡で観察する際の観察モードと、前記内
視鏡画像の明るさと、前記被検体を前記内視鏡で観察する際の観察倍率と、前記被検体を
前記内視鏡で観察する際に用いられる観察補助具の使用状態と、前記内視鏡画像の色調と
、前記内視鏡画像に含まれる前記所望の被写体の位置及びサイズと、のうちの少なくとも
１つに基づいて前記作業状態を推定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記所望の被写体の有無を検出するための処理を行うように構成された第１の画像認識
処理部と、
　前記所望の被写体を所定の分類基準に従って分類するための処理を行うように構成され
た第２の画像認識処理部と、
　をさらに有し、
　前記制御部は、前記作業状態推定部により得られた推定結果に基づき、前記第１の作業
が行われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域が維持された画像に対して前記
第１の画像認識処理部による処理を施して得られた処理結果に応じた観察画像を出力させ
るための制御を行うとともに、前記第２の作業が行われていることを検出した場合に、前
記鏡面反射領域補正部により前記鏡面反射領域が補正された画像に対して前記第２の画像
認識処理部による処理を施して得られた処理結果に応じた観察画像を出力させるための制
御を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記第１の画像認識処理部がコンボリューショナルニューラルネットワークを用いて構
成されている
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記第２の画像認識処理部がコンボリューショナルニューラルネットワークを用いて構
成されている
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　被検体を撮像して得られた画像を観察しながら作業を行うユーザの作業状態を推定して
推定結果を得るステップと、
　前記被検体を撮像して得られる画像に含まれる鏡面反射領域を補正するための処理を行
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うステップと、
　前記推定結果に基づき、前記被検体における所望の被写体の探索に係る第１の作業が行
われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域が維持された画像を観察画像として
出力させるための制御を行うとともに、前記被検体において発見された前記所望の被写体
の鑑別に係る第２の作業が行われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域が補正
された画像を観察画像として出力させるための制御を行うステップと、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡観察においては、内視鏡の外部へ照明光を出射する光学部材の出射面と、当該照
明光により照明される物体と、の間の距離の近さ等に起因する鏡面反射が発生し得る。
【０００３】
　これに対し、例えば、日本国特開平１０－２１０４５４号公報には、内視鏡により得ら
れた内視鏡画像に対して画像処理を施す画像処理装置であって、鏡面反射に伴って生じる
ハレーション部等のような、ＩＨｂ量の算出を行う上で不適当なデータを持つ領域を無効
領域として除去する技術が開示されている。
【０００４】
　しかし、日本国特開平１０－２１０４５４号公報には、内視鏡観察を行うユーザの作業
状態に応じ、内視鏡画像から無効領域を除去するか否かを決定するための構成については
特に開示等されていない。そのため、日本国特開平１０－２１０４５４号公報に開示され
た構成によれば、例えば、体腔内のポリープ及び金属表面の傷のような、鏡面反射を利用
して発見（検出）される異常箇所の発見率（検出精度）が低下し、その結果、当該異常箇
所の診断を行うユーザに対して過度な負担を強いてしまうおそれがある、という課題が生
じている。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、鏡面反射を利用して発見または
検出される異常箇所の診断を行うユーザの負担を軽減可能な画像処理装置及び画像処理方
法を提供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の画像処理装置は、被検体を撮像して得られた画像を観察しながら作業
を行うユーザの作業状態を推定して推定結果を得るように構成された作業状態推定部と、
前記被検体を撮像して得られる画像に含まれる鏡面反射領域を補正するための処理を行う
ように構成された鏡面反射領域補正部と、前記作業状態推定部により得られた推定結果に
基づき、前記被検体における所望の被写体の探索に係る第１の作業が行われていることを
検出した場合に、前記鏡面反射領域が維持された画像を観察画像として出力させるための
制御を行うとともに、前記被検体において発見された前記所望の被写体の鑑別に係る第２
の作業が行われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域補正部により前記鏡面反
射領域が補正された画像を観察画像として出力させるための制御を行うように構成された
制御部と、を有する。
【０００７】
　本発明の一態様の画像処理方法は、被検体を撮像して得られた画像を観察しながら作業
を行うユーザの作業状態を推定して推定結果を得るステップと、前記被検体を撮像して得
られる画像に含まれる鏡面反射領域を補正するための処理を行うステップと、前記推定結
果に基づき、前記被検体における所望の被写体の探索に係る第１の作業が行われているこ
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とを検出した場合に、前記鏡面反射領域が維持された画像を観察画像として出力させるた
めの制御を行うとともに、前記被検体において発見された前記所望の被写体の鑑別に係る
第２の作業が行われていることを検出した場合に、前記鏡面反射領域が補正された画像を
観察画像として出力させるための制御を行うステップと、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る画像処理装置を含む内視鏡システムの要部の構成を示す図。
【図２】第１の実施形態に係る画像処理部の構成の一例を説明するための図。
【図３】第２の実施形態に係る画像処理部の構成の一例を説明するための図。
【図４】第２の実施形態に係る画像処理部の探索支援用画像認識処理部において用いられ
る検出用コンボリューショナルニューラルネットワークの構成例等を説明するための概念
図。
【図５】図４の検出用コンボリューショナルニューラルネットワークの学習手順の一例を
説明するためのフローチャート。
【図６】第２の実施形態に係る画像処理部の鑑別支援用画像認識処理部において用いられ
る分類用コンボリューショナルニューラルネットワークの構成例等を説明するための概念
図。
【図７】ＤｅｅｐＬａｂシステムに含まれるネットワーク構成の一例を示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１及び図２は、本発明の第１の実施形態に係るものである。
【００１１】
　内視鏡システム１は、図１に示すように、生体である被検者の体腔内に挿入可能である
とともに、当該体腔内に存在する生体組織等の被写体を撮像して撮像信号を出力する内視
鏡２と、当該被写体を照明するための照明光を内視鏡２へ供給する光源装置３と、内視鏡
２から出力される撮像信号に応じた観察画像を生成して出力するプロセッサ４と、プロセ
ッサ４から出力される観察画像等を表示することが可能な表示装置５と、を有して構成さ
れている。図１は、実施形態に係る画像処理装置を含む内視鏡システムの要部の構成を示
す図である。
【００１２】
　内視鏡２は、被検者の体腔内に挿入可能な細長形状に形成された挿入部２ａと、挿入部
２ａの基端側に設けられた操作部２ｂと、を具備して構成されている。
【００１３】
　挿入部２ａの内部には、光源装置３から供給される照明光を挿入部２ａの先端部へ伝送
するように構成されたライトガイド７が挿通されている。また、挿入部２ａの先端部には
、ライトガイド７を経て出射される照明光を被写体へ照射する照明レンズ２１と、当該照
明光により照明された当該被写体から発生する反射光（以降、戻り光とも称する）を撮像
して撮像信号を出力する撮像部２２と、が設けられている。また、挿入部２ａの内部には
、被検者の体腔内に存在する病変の移動及び切除等に用いられる細長の処置具８を挿通可
能な処置具チャンネル２３が設けられている。すなわち、処置具８は、被検体を内視鏡２
で観察する際に用いられる観察補助具としての機能を有している。
【００１４】
　撮像部２２は、対物レンズ２２ａと、結像レンズ２２ｂと、撮像素子２２ｃと、レンズ
駆動機構２２ｄと、を有して構成されている。
【００１５】
　対物レンズ２２ａは、照明レンズ２１を経て出射される照明光により照明された被写体
から発せられる戻り光に応じた光学像を形成するように構成されている。
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【００１６】
　結像レンズ２２ｂは、対物レンズ２２ａにより形成された光学像を結像するように構成
されている。また、結像レンズ２２ｂは、レンズ駆動機構２２ｄの動作に応じ、光軸方向
に沿って移動することができるように構成されている。
【００１７】
　撮像素子２２ｃは、例えば、ＣＣＤまたはＣＭＯＳ等を具備して構成されている。また
、撮像素子２２ｃは、結像レンズ２２ｂにより結像された光学像を光電変換して撮像する
ための複数の画素と、当該複数の画素を２次元状に配置した撮像面上に設けられたカラー
フィルタと、を具備して構成されている。なお、前述のカラーフィルタは、例えば、Ｒ（
赤色）、Ｇ（緑色）及びＢ（青色）の微小なフィルタを撮像素子２２ｃの各画素に対応す
る位置にベイヤ配列で（市松状に）配置することにより形成されている。また、撮像素子
２２ｃは、プロセッサ４から出力される撮像素子駆動信号に応じて駆動するとともに、結
像レンズ２２ｂにより結像された光学像を撮像することにより撮像信号を生成し、当該生
成した撮像信号をプロセッサ４へ出力するように構成されている。
【００１８】
　レンズ駆動機構２２ｄは、プロセッサ４から出力されるレンズ駆動信号に基づき、対物
レンズ２２ａの光出射面と撮像素子２２ｃの撮像面との間の所定の可動範囲内で結像レン
ズ２２ｂを移動させるための動作を行うことができるように構成されている。
【００１９】
　処置具チャンネル２３は、挿入部２ａの基端部に設けられた開口である挿入口２３ａと
、挿入部２ａの先端部に設けられた開口である突出口２３ｂと、を有して構成されている
。また、処置具チャンネル２３は、挿入口２３ａから挿入された細長の処置具８を突出口
２３ｂから突出させることが可能な管形状を具備して形成されている。
【００２０】
　操作部２ｂは、ユーザが把持して操作することが可能な形状を具備して構成されている
。また、操作部２ｂには、ユーザの入力操作に応じた指示をプロセッサ４に対して行うこ
とが可能なスイッチを具備して構成されたスコープスイッチ２４が設けられている。
【００２１】
　具体的には、スコープスイッチ２４には、例えば、内視鏡システム１の観察モードを白
色光観察モードまたは狭帯域光観察モードのいずれかに設定するための指示をプロセッサ
４に対して行うことが可能な観察モード設定スイッチ（不図示）が設けられている。また
、スコープスイッチ２４には、例えば、光学的な変倍に係る指示をプロセッサ４に対して
行うことが可能な光学ズームスイッチ（不図示）が設けられている。また、スコープスイ
ッチ２４には、例えば、被検者の体腔内に存在する異常箇所であるポリープの診断を支援
するための機能（以降、診断支援機能とも称する）をオンまたはオフに設定するための指
示をプロセッサ４に対して行うことが可能なポリープ診断支援スイッチ（不図示）が設け
られている。
【００２２】
　光源装置３は、発光部３１と、合波器３２と、集光レンズ３３と、光源制御部３４と、
を有して構成されている。
【００２３】
　発光部３１は、赤色光源３１ａと、緑色光源３１ｂと、青色光源３１ｃ及び３１ｄと、
を有して構成されている。
【００２４】
　赤色光源３１ａは、例えば、赤色ＬＥＤを具備して構成されている。また、赤色光源３
１ａは、例えば、６００ｎｍ付近の赤色域に中心波長が設定された狭帯域な赤色光である
Ｒ光を発するように構成されている。また、赤色光源３１ａは、光源制御部３４の制御に
応じて点灯状態または消灯状態に切り替わるように構成されている。また、赤色光源３１
ａは、点灯状態において、光源制御部３４の制御に応じた強度または光量のＲ光を発生す
るように構成されている。
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【００２５】
　緑色光源３１ｂは、例えば、緑色ＬＥＤを具備して構成されている。また、緑色光源３
１ｂは、例えば、５４０ｎｍ付近の緑色域に中心波長が設定された狭帯域な緑色光である
Ｇ光を発するように構成されている。また、緑色光源３１ｂは、光源制御部３４の制御に
応じて点灯状態または消灯状態に切り替わるように構成されている。また、緑色光源３１
ｂは、点灯状態において、光源制御部３４の制御に応じた強度または光量のＧ光を発生す
るように構成されている。
【００２６】
　青色光源３１ｃは、例えば、青色ＬＥＤを具備して構成されている。また、青色光源３
１ｃは、例えば、４６０ｎｍ付近の青色域に中心波長が設定された狭帯域な青色光である
ＢＬ光を発するように構成されている。また、青色光源３１ｃは、光源制御部３４の制御
に応じて点灯状態または消灯状態に切り替わるように構成されている。また、青色光源３
１ｃは、点灯状態において、光源制御部３４の制御に応じた強度または光量のＢＬ光を発
生するように構成されている。
【００２７】
　青色光源３１ｄは、例えば、青色ＬＥＤを具備して構成されている。また、青色光源３
１ｄは、例えば、４１０ｎｍ付近の青色域に中心波長が設定された狭帯域な青色光である
ＢＳ光を発するように構成されている。また、青色光源３１ｄは、光源制御部３４の制御
に応じて点灯状態または消灯状態に切り替わるように構成されている。また、青色光源３
１ｄは、点灯状態において、光源制御部３４の制御に応じた強度または光量のＢＳ光を発
生するように構成されている。
【００２８】
　合波器３２は、発光部３１から発せられた各光を合波して集光レンズ３３に入射させる
ことができるように構成されている。
【００２９】
　集光レンズ３３は、合波器３２を経て入射した光を集光してライトガイド７へ出射する
ように構成されている。
【００３０】
　光源制御部３４は、例えば、光源制御回路を具備して構成されている。また、光源制御
部３４は、プロセッサ４から出力されるシステム制御信号に応じ、発光部３１の各光源に
対する制御を行うように構成されている。
【００３１】
　プロセッサ４は、撮像制御部４１と、画像処理部４２と、制御部４３と、を有して構成
されている。
【００３２】
　撮像制御部４１は、例えば、撮像制御回路を具備して構成されている。また、撮像制御
部４１は、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、撮像素子２２ｃを駆動さ
せるための撮像素子駆動信号を生成して出力するように構成されている。また、撮像制御
部４１は、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、レンズ駆動機構２２ｄを
駆動させるためのレンズ駆動信号を生成して出力するように構成されている。
【００３３】
　画像処理部４２は、例えば、画像処理回路を具備して構成されている。また、画像処理
部４２は、例えば、図２に示すように、画像生成部４２ａと、セレクタ４２ｂと、鏡面反
射領域補正部４２ｃと、表示制御部４２ｄと、を有して構成されている。図２は、第１の
実施形態に係る画像処理部の構成の一例を説明するための図である。
【００３４】
　画像生成部４２ａは、内視鏡２から出力される撮像信号に基づいて画像を生成し、当該
生成した画像をセレクタ４２ｂ及び制御部４３へ出力するように構成されている。
【００３５】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、画像生成部４
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２ａから出力される画像の出力先を鏡面反射領域補正部４２ｃまたは表示制御部４２ｄの
いずれかに設定するための動作を行うように構成されている。
【００３６】
　鏡面反射領域補正部４２ｃは、セレクタ４２ｂを経て出力される画像から鏡面反射領域
を抽出するとともに、当該抽出した鏡面反射領域を補正するための処理を行うように構成
されている。また、鏡面反射領域補正部４２ｃは、前述の処理により鏡面反射領域を補正
した画像を表示制御部４２ｄへ出力するように構成されている、
　具体的には、鏡面反射領域補正部４２ｃは、例えば、セレクタ４２ｂを経て出力される
画像に基づき、所定の閾値以上の画素値を具備する１つ以上の画素により構成される領域
を鏡面反射領域として抽出する処理を行う。また、鏡面反射領域補正部４２ｃは、前述の
ように抽出した鏡面反射領域の周囲の画素値を用いて当該鏡面反射領域に含まれる各画素
の画素値を補間する処理を行う。
【００３７】
　なお、鏡面反射領域補正部４２ｃは、以上に例示したような方法で鏡面反射領域を補正
するものに限らず、日本国特開平１０－２１０４５４号公報等に開示された公知の方法を
用いて鏡面反射領域を補正してもよい。
【００３８】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、画像生成部
４２ａまたは鏡面反射領域補正部４２ｃのいずれかから出力される画像を観察画像として
表示装置５へ出力するための動作を行うように構成されている。
【００３９】
　制御部４３は、例えば、ＣＰＵ等の制御回路を具備して構成されている。また、制御部
４３は、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、光源制御部３４、撮像制御部４１及
び画像処理部４２の各部を制御するためのシステム制御信号を生成して出力することがで
きるように構成されている。
【００４０】
　具体的には、制御部４３は、例えば、スコープスイッチ２４の観察モード設定スイッチ
からの指示に基づき、内視鏡システム１の観察モードに応じた照明光を内視鏡２へ供給さ
せるためのシステム制御信号を生成して光源制御部３４へ出力するように構成されている
。また、制御部４３は、例えば、スコープスイッチ２４の光学ズームスイッチからの指示
に基づき、撮像部２２の観察倍率に応じた位置に結像レンズ２２ｂを移動及び配置させる
ためのシステム制御信号を生成して撮像制御部４１へ出力するように構成されている。
【００４１】
　制御部４３は、スコープスイッチ２４からの指示及び／または画像処理部４２から出力
される画像に基づき、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察し
ながら作業を行うユーザの作業状態を推定して推定結果を得るように構成された作業状態
推定部４３ａを具備している。また、制御部４３は、スコープスイッチ２４のポリープ診
断支援スイッチからの指示と、作業状態推定部４３ａにより得られた推定結果と、に基づ
き、セレクタ４２ｂ及び表示制御部４２ｄの動作を制御するためのシステム制御信号を生
成して出力することができるように構成されている。
【００４２】
　続いて、本実施形態に係る内視鏡システム１の具体的な動作等について説明する。
【００４３】
　ユーザは、内視鏡システム１の各部を接続して電源を投入した後、スコープスイッチ２
４を操作することにより、内視鏡システム１の観察モードを白色光観察モードに設定する
とともにプロセッサ４の診断支援機能をオフに設定するための指示を行う。その後、ユー
ザは、被検者の体腔内への挿入部２ａの挿入を開始する。
【００４４】
　制御部４３は、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、内視鏡システム１の観察モ
ードが白色光観察モードに設定されていることを検出した場合に、白色光を照明光として
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内視鏡２へ供給させるためのシステム制御信号を生成して光源制御部３４へ出力する。ま
た、制御部４３は、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、プロセッサ４の診断支援
機能がオフに設定されていることを検出した場合に、画像生成部４２ａにより生成された
画像を観察画像として表示装置５へ出力させるためのシステム制御信号を生成してセレク
タ４２ｂ及び表示制御部４２ｄへ出力する。
【００４５】
　光源制御部３４は、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、内視鏡システ
ム１の観察モードが白色光観察モードに設定されている場合に、赤色光源３１ａ、緑色光
源３１ｂ及び青色光源３１ｃを同時に点灯させつつ青色光源３１ｄを消灯させるための制
御を発光部３１に対して行う。すなわち、このような光源制御部３４の制御によれば、白
色光観察モード時において、Ｒ光、Ｇ光及びＢＬ光を合波した白色光が光源装置３から内
視鏡２へ供給され、当該白色光が照明レンズ２１を経て被写体に照射され、当該白色光の
反射光に応じた当該被写体の光学像が撮像素子２２ｃにより撮像される。また、白色光観
察モード時においては、撮像素子２２ｃにより撮像された光学像に応じた白色光画像が画
像生成部４２ａにより生成される。
【００４６】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、プロセッサ４
の診断支援機能がオフに設定されている場合に、画像生成部４２ａから出力される白色光
画像の出力先を表示制御部４２ｄに設定するための動作を行う。
【００４７】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、プロセッサ
４の診断支援機能がオフに設定されている場合に、画像生成部４２ａから出力される白色
光画像を観察画像として表示装置５へ出力するための動作を行う。
【００４８】
　一方、ユーザは、被検者の体腔内におけるポリープの存在が疑われる部分に挿入部２ａ
の先端部を配置した状態において、スコープスイッチ２４を操作することにより、プロセ
ッサ４の診断支援機能をオンに設定するための指示を行う。
【００４９】
　作業状態推定部４３ａは、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、プロセッサ４の
診断支援機能がオンに設定されかつ内視鏡システム１の観察モードが白色光観察モードに
設定されている場合に、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察
するユーザがポリープの探索に係る作業を行っているとの推定結果を得る。
【００５０】
　制御部４３は、作業状態推定部４３ａにより得られた推定結果に基づき、内視鏡２が挿
入されている被検体における所望の被写体または発見対象であるポリープの探索に係る作
業が行われていることを検出した場合に、鏡面反射領域が維持された画像を観察画像とし
て表示装置５へ出力させるためのシステム制御信号を生成してセレクタ４２ｂ及び表示制
御部４２ｄへ出力する。
【００５１】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの探
索に係る作業が行われている場合に、画像生成部４２ａから出力される白色光画像の出力
先を表示制御部４２ｄに設定するための動作を行う。
【００５２】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの
探索に係る作業が行われている場合に、画像生成部４２ａから出力される白色光画像を観
察画像として表示装置５へ出力するための動作を行う。
【００５３】
　一方、ユーザは、鏡面反射領域が維持された状態で表示装置５に表示される白色光画像
を確認しつつ挿入部２ａを操作することにより、当該被検者の体腔内に存在するポリープ
を探索する。そして、ユーザは、ポリープを発見した際に、スコープスイッチ２４を操作
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することにより、内視鏡システム１の観察モードを狭帯域光観察モードに設定するための
指示を行う。
【００５４】
　作業状態推定部４３ａは、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、プロセッサ４の
診断支援機能がオンに設定されかつ内視鏡システム１の観察モードが狭帯域光観察モード
に設定されている場合に、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観
察するユーザがポリープの鑑別に係る作業を行っているとの推定結果を得る。
【００５５】
　制御部４３は、スコープスイッチ２４からの指示に基づき、内視鏡システム１の観察モ
ードが狭帯域光観察モードに設定されていることを検出した場合に、Ｇ光及びＢＳ光を照
明光として内視鏡２へ供給させるためのシステム制御信号を生成して光源制御部３４へ出
力する。また、制御部４３は、作業状態推定部４３ａにより得られた推定結果に基づき、
内視鏡２が挿入されている被検体において発見された所望の被写体または発見対象である
ポリープの鑑別に係る作業が行われていることを検出した場合に、鏡面反射領域補正部４
２ｃにより鏡面反射領域が補正された画像を観察画像として表示装置５へ出力させるため
のシステム制御信号を生成してセレクタ４２ｂ及び表示制御部４２ｄへ出力する。
【００５６】
　光源制御部３４は、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、狭帯域光観察
モードにおいて、緑色光源３１ｂ及び青色光源３１ｄを同時に点灯させつつ赤色光源３１
ａ及び青色光源３１ｃを消灯させるための制御を発光部３１に対して行う。すなわち、こ
のような光源制御部３４の制御によれば、狭帯域光観察モード時において、Ｇ光及びＢＳ
光を合波した混合光が光源装置３から内視鏡２へ供給され、当該混合光が照明レンズ２１
を経て被写体に照射され、当該混合光の反射光に応じた当該被写体の光学像が撮像素子２
２ｃにより撮像される。また、狭帯域光観察モード時においては、撮像素子２２ｃにより
撮像された光学像に応じた狭帯域光画像が画像生成部４２ａにより生成される。
【００５７】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの鑑
別に係る作業が行われている場合に、画像生成部４２ａから出力される画像の出力先を鏡
面反射領域補正部４２ｃに設定するための動作を行う。
【００５８】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの
鑑別に係る作業が行われている場合に、鏡面反射領域補正部４２ｃから出力される画像を
観察画像として表示装置５へ出力するための動作を行う。
【００５９】
　一方、ユーザは、鏡面反射領域が補正された状態で表示装置５に表示される狭帯域光画
像を確認することにより、前述の探索に係る作業を経て発見したポリープの悪性度等を鑑
別する。そして、ユーザは、ポリープの鑑別に係る作業を完了した後で、スコープスイッ
チ２４を操作することにより、例えば、内視鏡システム１の観察モードを白色光観察モー
ドに設定するとともにプロセッサ４の診断支援機能をオフに設定するための指示を行う。
【００６０】
　ここで、出願人の検討によれば、ポリープの探索時に得られた画像から鏡面反射領域を
除去した場合に、当該鏡面反射領域を除去しない場合よりもポリープの発見率または検出
精度が低下してしまう、との知見が得られている。また、出願人の検討によれば、探索を
経て発見または検出されたポリープの鑑別時において、当該ポリープを含む画像から鏡面
反射領域を除去することにより、当該ポリープの悪性度の判別精度を安定させることがで
きる、との知見が得られている。そして、このような知見に鑑み、本実施形態においては
、プロセッサ４の診断支援機能がオンに設定されている場合に、作業状態推定部４３ａに
より得られた推定結果に応じ、鏡面反射領域が維持された観察画像、または、鏡面反射領
域が補正された観察画像のいずれかを選択的に表示装置５へ出力させるようにしている。
従って、本実施形態によれば、鏡面反射を利用して検出されるポリープの診断を行うユー
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ザの負担を軽減することができる。
【００６１】
　なお、本実施形態の作業状態推定部４３ａは、プロセッサ４の診断支援機能がオンに設
定されている場合に、以上に述べたような推定方法によりユーザの作業状態を推定するも
のに限らず、以下に例示するような推定方法によりユーザの作業状態を推定するようにし
てもよい。
【００６２】
　作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像の明るさに基づ
き、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察するユーザの作業状
態を推定して推定結果を得るものであってもよい。
【００６３】
　具体的には、作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に
含まれる各画素の平均輝度値を算出し、当該算出した平均輝度値が閾値ＴＨ１以上である
場合にポリープの探索作業中であるとの推定結果を取得する一方で、当該算出した平均輝
度値が当該閾値ＴＨ１未満である場合にポリープの鑑別作業中であるとの推定結果を取得
するようにしてもよい。
【００６４】
　作業状態推定部４３ａは、例えば、内視鏡２（撮像部２２）の現在の観察倍率に基づき
、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察するユーザの作業状態
を推定して推定結果を得るものであってもよい。
【００６５】
　具体的には、作業状態推定部４３ａは、例えば、スコープスイッチ２４からの指示によ
り設定されている内視鏡２（撮像部２２）の現在の観察倍率を取得し、当該取得した現在
の観察倍率が閾値ＴＨ２未満である場合にポリープの探索作業中であるとの推定結果を取
得する一方で、当該取得した現在の観察倍率が閾値ＴＨ２以上である場合にポリープの鑑
別作業中であるとの推定結果を取得するようにしてもよい。
【００６６】
　作業状態推定部４３ａは、例えば、処置具８の使用状態に基づき、被検体を内視鏡２で
撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察するユーザの作業状態を推定して推定結果を
得るものであってもよい。
【００６７】
　具体的には、作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に
対して画像認識処理を施した際の処理結果に基づき、処置具８の先端部を検出することが
できなかった場合にポリープの探索作業中であるとの推定結果を取得する一方で、処置具
８の先端部を検出することができた場合にポリープの鑑別作業中であるとの推定結果を取
得するようにしてもよい。または、作業状態推定部４３ａは、例えば、スコープスイッチ
２４に設けられた所定のスイッチからの指示を検出することができなかった場合にポリー
プの探索作業中であるとの推定結果を取得する一方で、当該所定のスイッチからの指示を
検出することができた場合にポリープの鑑別作業中であるとの推定結果を取得するように
してもよい。
【００６８】
　作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像の色調に基づき
、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像）を観察するユーザの作業状態
を推定して推定結果を得るものであってもよい。
【００６９】
　具体的には、作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に
含まれる各画素の中から（ポリープ用の染色液の色に相当する）所定の色の画素を抽出す
るとともに、当該抽出した画素の数が閾値ＴＨ３未満である場合にポリープの探索作業中
であるとの推定結果を取得する一方で、当該抽出した画素の数が閾値ＴＨ３以上である場
合にポリープの鑑別作業中であるとの推定結果を取得するようにしてもよい。
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【００７０】
　作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に含まれるポリ
ープの位置及びサイズに基づき、被検体を内視鏡２で撮像して得られた画像（内視鏡画像
）を観察するユーザの作業状態を推定して推定結果を得るものであってもよい。
【００７１】
　具体的には、作業状態推定部４３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に
対して画像認識処理及びトラッキング処理を施した際の処理結果に基づき、ポリープを検
出することができなかった場合、当該画像の周縁部にポリープが存在する場合、または、
当該画像においてポリープが占める面積の割合が閾値ＴＨ４未満である場合に、ポリープ
の探索作業中であるとの推定結果を取得するようにしてもよい。また、作業状態推定部４
３ａは、例えば、画像処理部４２から出力される画像に対して画像認識処理及びトラッキ
ング処理を施した際の処理結果に基づき、当該画像の中央部にポリープが存在し、かつ、
当該画像においてポリープが占める面積の割合が閾値ＴＨ４以上である場合に、ポリープ
の鑑別作業中であるとの推定結果を取得するようにしてもよい。
【００７２】
　また、本実施形態によれば、作業状態推定部４３ａは、ユーザの作業状態を推定して推
定結果を得る際に、以上に例示した方法を単独で用いてもよく、または、以上に例示した
方法を複数組み合わせて用いてもよい。すなわち、作業状態推定部４３ａは、被検体を内
視鏡２で観察する際の観察モードと、当該被検体を内視鏡２で撮像して得られた内視鏡画
像の明るさと、当該被検体を内視鏡２で観察する際の観察倍率と、当該被検体を内視鏡２
で観察する際に用いられる処置具８の使用状態と、当該内視鏡画像の色調と、当該内視鏡
画像に含まれるポリープの位置及びサイズと、のうちの少なくとも１つに基づいて前記作
業状態を推定するものであればよい。
【００７３】
　また、本実施形態によれば、スコープスイッチ２４のポリープ診断支援スイッチからの
指示の代わりに、例えば、挿入部２ａが体腔内に挿入されているか否かを検出して得られ
た検出結果に基づき、プロセッサ４の診断支援機能がオンまたはオフに設定されるように
してもよい。
【００７４】
　具体的には、例えば、制御部４３（または作業状態推定部４３ａ）は、画像処理部４２
から出力される画像の明るさ及び／または色調に基づき、挿入部２ａが体腔内に挿入され
ていることを検出した場合にプロセッサ４の診断支援機能をオンに設定する一方で、挿入
部２ａが体腔内に挿入されていないことを検出した場合にプロセッサ４の診断支援機能を
オフに設定するようにしてもよい。
【００７５】
　一方、本実施形態の診断支援機能は、ポリープの診断を行う場合に限らず、例えば、金
属表面の傷のような、鏡面反射を利用して検出される様々な異常箇所の診断を行う場合に
おいて略同様に利用することができる。
【００７６】
　具体的には、本実施形態の診断支援機能によれば、例えば、被検体における所望の被写
体または発見対象である金属表面の傷の探索作業中であるとの推定結果が作業状態推定部
４３ａにより得られた場合に、鏡面反射領域が維持された観察画像を表示装置５へ出力さ
せることができるとともに、当該被検体において発見された金属表面の傷の鑑別作業中で
あるとの推定結果が作業状態推定部４３ａにより得られた場合に、鏡面反射領域が鏡面反
射領域補正部４２ｃにより補正された観察画像を表示装置５へ出力させることができる。
【００７７】
（第２の実施形態）
　図３から図７は、本発明の第２の実施形態に係るものである。
【００７８】
　なお、本実施形態においては、第１の実施形態と同様の構成等を有する部分に関する詳
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細な説明を省略するとともに、第１の実施形態と異なる構成等を有する部分に関して主に
説明を行う。
【００７９】
　本実施形態のプロセッサ４は、画像処理部４２の代わりに、図３に例示するような画像
処理部６２を具備して構成されている。図３は、第２の実施形態に係る画像処理部の構成
の一例を説明するための図である。
【００８０】
　画像処理部６２は、例えば、画像処理回路を具備して構成されている。また、画像処理
部６２は、例えば、図３に示すように、画像生成部４２ａと、セレクタ４２ｂと、鏡面反
射領域補正部４２ｃと、表示制御部４２ｄと、セレクタ４２ｂの出力側と表示制御部４２
ｄの入力側との間に設けられた探索支援用画像認識処理部６２ａ（以降、画像認識処理部
６２ａと略記する）と、鏡面反射領域補正部４２ｃの出力側と表示制御部４２ｄの入力側
との間に設けられた鑑別支援用画像認識処理部６２ｂ（以降、画像認識処理部６２ｂと略
記する）と、を有して構成されている。
【００８１】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの探
索に係る作業が行われている場合に、画像生成部４２ａから出力される画像の出力先を画
像認識処理部６２ａに設定するための動作を行う。
【００８２】
　セレクタ４２ｂは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの鑑
別に係る作業が行われている場合に、画像生成部４２ａから出力される画像の出力先を鏡
面反射領域補正部４２ｃに設定するための動作を行う。
【００８３】
　画像認識処理部６２ａは、セレクタ４２ｂを経て出力される画像、すなわち、鏡面反射
領域が維持された画像におけるポリープの有無を検出するための処理を行うように構成さ
れている。また、画像認識処理部６２ａは、セレクタ４２ｂを経て出力される画像からポ
リープを検出した際に、当該ポリープの位置及びサイズを示す検出枠を生成するための処
理を行うとともに、当該生成した検出枠と当該画像とを併せて表示制御部４２ｄへ出力す
るように構成されている。なお、本実施形態の画像認識処理部６２ａは、検出用コンボリ
ューショナルニューラルネットワーク（以降、検出用ＣＮＮと略記する）を用いてポリー
プの有無の検出及び検出枠の生成を行うように構成されている。このような検出用ＣＮＮ
の構成例等については、後程詳述する。
【００８４】
　画像認識処理部６２ｂは、セレクタ４２ｂ及び鏡面反射領域補正部４２ｃを経て出力さ
れる画像、すなわち、鏡面反射領域補正部４２ｃにより鏡面反射領域が補正された画像に
含まれるポリープを所定の分類基準に従って分類して分類結果を得るための処理を行うと
ともに、当該得られた分類結果と当該画像とを併せて表示制御部４２ｄへ出力するように
構成されている。なお、本実施形態の画像認識処理部６２ｂは、分類用コンボリューショ
ナルニューラルネットワーク（以降、分類用ＣＮＮと略記する）を用いてポリープの分類
を行うように構成されている。このような分類用ＣＮＮの構成例等については、後程詳述
する。また、以降においては、画像認識処理部６２ｂが、鏡面反射領域補正部４２ｃによ
り鏡面反射領域が補正された画像に含まれるポリープをＮＩＣＥ分類のＴｙｐｅ１、Ｔｙ
ｐｅ２またはＴｙｐｅ３のいずれかに分類するための処理を行う場合を例に挙げて説明す
る。また、本実施形態においては、鏡面反射領域が補正された画像が画像認識処理部６２
ｂに入力されるものに限らず、例えば、セレクタ４２ｂから出力される画像におけるポリ
ープを含む部分を矩形に切り出す処理により鏡面反射領域が除外された画像が画像認識処
理部６２ｂに入力されるようにしてもよい。
【００８５】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの
探索に係る作業が行われている場合に、画像認識処理部６２ａから出力される鏡面反射領
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域が維持された画像と、画像認識処理部６２ａから出力される処理結果であるポリープの
検出枠と、を用いて生成した観察画像を表示装置５へ出力するための動作を行う。
【００８６】
　表示制御部４２ｄは、制御部４３から出力されるシステム制御信号に応じ、ポリープの
鑑別に係る作業が行われている場合に、画像認識処理部６２ｂから出力される鏡面反射領
域が補正された画像と、画像認識処理部６２ｂから出力される処理結果であるポリープの
分類結果と、を用いて生成した観察画像を表示装置５へ出力するための動作を行う。
【００８７】
　制御部４３は、作業状態推定部４３ａにより得られた推定結果に基づき、ポリープの探
索に係る作業が行われていることを検出した場合に、鏡面反射領域が維持された画像に対
して画像認識処理部６２ａによる処理を施して得られた処理結果に応じた観察画像を出力
させるための制御をセレクタ４２ｂ及び表示制御部４２ｄに対して行う。
【００８８】
　制御部４３は、作業状態推定部４３ａにより得られた推定結果に基づき、ポリープの鑑
別に係る作業が行われていることを検出した場合に、鏡面反射領域補正部４２ｃにより鏡
面反射領域が補正された画像に対して画像認識処理部６２ｂによる処理を施して得られた
処理結果に応じた観察画像を出力させるための制御をセレクタ４２ｂ及び表示制御部４２
ｄに対して行う。
【００８９】
　すなわち、以上に述べたような本実施形態の各部の動作によれば、例えば、ポリープの
探索に係る作業が行われている場合に、鏡面反射領域が維持された画像と、当該画像に含
まれるポリープの周囲に形成された検出枠と、を具備する観察画像が表示装置５に表示さ
れる。また、以上に述べたような本実施形態の各部の動作によれば、例えば、ポリープの
鑑別に係る作業が行われている場合に、鏡面反射領域が補正された画像と、当該画像に含
まれるポリープがＮＩＣＥ分類のＴｙｐｅ１、Ｔｙｐｅ２及びＴｙｐｅ３のうちのいずれ
に属するかをユーザに報知するための文字列等の視覚情報と、を具備する観察画像が表示
装置５に表示される。
【００９０】
　ここで、画像認識処理部６２ａにおいて用いられる検出用ＣＮＮの構成例等について、
図４を参照しつつ説明する。なお、本実施形態においては、Ｆａｓｔｅｒ　Ｒ－ＣＮＮを
検出用ＣＮＮとして用いた場合を例に挙げて説明する。図４は、第２の実施形態に係る画
像処理部の探索支援用画像認識処理部において用いられる検出用ＣＮＮの構成例等を説明
するための概念図である。
【００９１】
　検出用ＣＮＮ７１は、図４に示すように、鏡面反射領域が維持された入力画像の中から
ポリープを含む矩形の候補枠を検出するＲｅｇｉｏｎ　Ｐｒｏｐｏｓａｌ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ（以降、ＲＰＮと略記する）７１ａと、当該検出した候補枠に含まれるポリープを精査
することにより検出枠を生成するＦａｓｔ　Ｒ－ＣＮＮ（以降、ＦＲＣＮＮと略記する）
７１ｂと、を有して構成されている。
【００９２】
　ＲＰＮ７１ａは、図４に示すように、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａと、候補枠検出用ＣＮ
Ｎ７２ｂと、を有して構成されている。また、ＦＲＣＮＮ７１ｂは、図４に示すように、
特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａと、ＲＯＩ　Ｐｏｏｌｉｎｇ層７２ｃと、候補枠分類用全結合
層７２ｄと、を有して構成されている。すなわち、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａは、ＲＰＮ
７１ａ及びＦＲＣＮＮ７１ｂの両方において共有されている。
【００９３】
　特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａは、入力画像に対して複数回の畳み込み演算及びプーリング
演算を施すことにより、当該入力画像の特徴マップを演算結果として得るように構成され
ている。また、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａは、例えば、ＡｌｅｘＮｅｔまたはＶＧＧ－１
６のようなネットワーク構造を用いて構成されている。
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【００９４】
　なお、以降においては、特に言及の無い限り、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａがＶＧＧ－１
６を用いて構成されているものとして説明を行う。すなわち、以降においては、例えば、
横幅Ｗ、縦幅Ｈ及びチャンネル数３（Ｒｅｄ、Ｇｒｅｅｎ及びＢｌｕｅ）を具備する入力
画像が特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａに入力された場合に、横幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ／１６及び
チャンネル数５１２を具備する特徴マップが特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの演算結果として
得られるものとして説明を行う。
【００９５】
　候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂは、例えば、ＲＰＮ枠変動量マップを取得して出力するＲＰ
Ｎ枠変動量マップ出力用畳み込み層７３１と、ＲＰＮスコアマップを取得して出力するＲ
ＰＮスコアマップ出力用畳み込み層７３２と、を有する３層のＣＮＮとして構成されてい
る。また、候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂは、ＲＰＮ枠変動量マップ及びＲＰＮスコアマップ
を用いて後述の演算を行うことにより、候補枠の座標値及びポリープらしさを表すＲＰＮ
スコアを算出するように構成されている。
【００９６】
　ＲＰＮ枠変動量マップ出力用畳み込み層７３１は、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの演算結
果として得られた特徴マップを用いて演算を行うことにより、例えば、横幅Ｗ／１６、縦
幅Ｈ／１６及びチャンネル数４×Ａを具備するＲＰＮ枠変動量マップを取得して出力する
ように構成されている。すなわち、ＲＰＮ枠変動量マップは、空間方向の位置が入力画像
の位置に対応するとともに、チャンネル方向に各アンカーの枠変動量（ｘｙ方向それぞれ
の枠中心移動量及び枠幅拡大量）を具備するものとして取得される。なお、前述のＡの値
は、アンカー数を表すものとする。また、アンカーは、縦横比及びスケールを含む候補枠
の形状を表すものとする。
【００９７】
　ＲＰＮスコアマップ出力用畳み込み層７３２は、ＲＰＮ枠変動量マップ出力用畳み込み
層７３１から出力されるＲＰＮ枠変動量マップを用いて演算を行うことにより、例えば、
横幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ／１６及びチャンネル数２×Ａを具備するＲＰＮスコアマップを取
得して出力するように構成されている。すなわち、ＲＰＮスコアマップは、空間方向の位
置が入力画像の位置に対応するとともに、チャンネル方向に各アンカーのスコア（ポリー
プスコア及び背景スコア）を具備するものとして取得される。
【００９８】
　ここで、アンカーａが表す矩形の候補枠の（０，０）を中心としたときの座標値（矩形
の左上のｘ座標及びｙ座標、及び、当該矩形の右下のｘ座標及びｙ座標）は、下記数式（
１）を用いて算出される。なお、下記数式（１）において、ｂはアンカーベースサイズを
表し、ｒは縦横比を表し、ｓはスケールを表すものとする。また、下記数式（１）におい
て、Ｒは縦横比数を表し、Ｓはスケール数を表し、Ｒ×Ｓ＝Ａの関係が成り立つものとす
る。
【００９９】

　そして、候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂは、下記数式（２）を用いた演算を行うことにより
、候補枠の座標値ｐを算出する。
【０１００】
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　なお、上記数式（２）に含まれる各パラメータは、下記数式（３）から（１１）を用い
てそれぞれ算出される。但し、下記数式（３）から（６）におけるｂｍａｐは、ＲＰＮ枠
変動量マップを示すものとする。
【０１０１】

　また、候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂは、下記数式（１２）を用いた演算を行うことにより
、ポリープらしさを表すＲＰＮスコアｓｃを算出する。但し、下記数式（１２）における
ｓｍａｐは、ＲＰＮスコアマップを示すものとする。
【０１０２】
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　ＲＯＩ　Ｐｏｏｌｉｎｇ層７２ｃは、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの演算結果として得ら
れた特徴マップと、候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂの演算結果として得られた候補枠の座標値
と、を用い、特徴マップを候補枠毎に切り出すとともに、当該切り出した各特徴マップに
対してＭａｘ　Ｐｏｏｌｉｎｇによるリサイズを施すように構成されている。そして、Ｒ
ＯＩ　Ｐｏｏｌｉｎｇ層７２ｃは、候補枠毎の特徴マップとして、例えば、横幅７、縦幅
７及びチャンネル数５１２を具備する特徴マップを取得して出力するように構成されてい
る。
【０１０３】
　候補枠分類用全結合層７２ｄは、例えば、ＦＲＣＮＮ枠変動量マップを取得して出力す
るＦＲＣＮＮ枠変動量マップ出力用全結合層７３３と、ＦＲＣＮＮスコアマップを取得し
て出力するＦＲＣＮＮスコアマップ出力用全結合層７３４と、を有する４層のＣＮＮとし
て構成されている。また、候補枠分類用全結合層７２ｄは、ＦＲＣＮＮ枠変動量マップ及
びＦＲＣＮＮスコアマップを用い、上記数式（１）から（１２）に示したものと同様の演
算を行うことにより、検出枠の座標値及びポリープらしさを表すＦＲＣＮＮスコアを算出
するように構成されている。
【０１０４】
　ＦＲＣＮＮ枠変動量マップ出力用全結合層７３３は、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの演算
結果として得られた特徴マップを用いて演算を行うことにより、例えば、横幅１、縦幅１
、切り出されたマップ数Ｍ、及び、チャンネル数４（ｘｙ方向それぞれの枠中心移動量及
び枠幅拡大量）×Ａを具備するＦＲＣＮＮ枠変動量マップを取得して出力するように構成
されている。
【０１０５】
　ＦＲＣＮＮスコアマップ出力用全結合層７３４は、ＦＲＣＮＮ枠変動量マップ出力用全
結合層７３３から出力されるＦＲＣＮＮ枠変動量マップを用いて演算を行うことにより、
例えば、横幅１、縦幅１、切り出されたマップ数Ｍ、及び、チャンネル数２（ポリープス
コア及び背景スコア）×Ａを具備するＦＲＣＮＮスコアマップを取得して出力するように
構成されている。
【０１０６】
　次に、検出用ＣＮＮ７１の学習手順の一例について、図５を参照しつつ説明する。なお
、本実施形態においては、ＲＰＮ７１ａ及びＦＲＣＮＮ７１ｂを１回ずつ学習させた後で
、さらに、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａを固定してＲＰＮ７１ａ及びＦＲＣＮＮ７１ｂを１
回ずつ学習させることにより、ＲＰＮ７１ａ及びＦＲＣＮＮ７１ｂの両方において特徴量
抽出用ＣＮＮ７２ａを共有させる場合を例に挙げて説明する。また、本実施形態において
は、例えば、内視鏡を用いて体腔内を撮像して得られた内視鏡画像が学習画像として用い
られるものとする。また、本実施形態においては、例えば、前述の学習画像におけるポリ
ープ領域を白色で着色し、かつ、前述の学習画像における背景領域（ポリープ領域以外の
領域）を黒色で着色した画像が正解マスク画像として用いられるものとする。図５は、図
４の検出用コンボリューショナルニューラルネットワークの学習手順の一例を説明するた
めのフローチャートである。
【０１０７】
　図５のステップＳ１において、学習画像と、正解マスク画像と、プレトレーニングデー
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タと、がＲＰＮ７１ａに入力される。
【０１０８】
　なお、図５のステップＳ１の処理において入力されるプレトレーニングデータは、例え
ば、ＩｍａｇｅＮｅｔのような大規模画像データベースに含まれる画像群を用いてＲＰＮ
７１ａの学習を行うことにより予め得られたデータである。
【０１０９】
　その後、図５のステップＳ２において、図５のステップＳ１の処理により入力された正
解マスク画像を用いてＲＰＮ７１ａの学習用の正解枠変動量マップ及び正解ラベルマップ
が作成される。
【０１１０】
　なお、図５のステップＳ２の処理により作成される正解枠変動量マップは、例えば、横
幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ／１６及びチャンネル数４（ｘｙ方向それぞれの枠中心移動量及び枠
幅拡大量）×Ａを具備するものとして作成される。また、図５のステップＳ２の処理によ
り作成される正解ラベルマップは、例えば、横幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ／１６及びチャンネル
数１（ラベル）×Ａを具備するものとして作成される。また、図５のステップＳ２の処理
においては、例えば、マップの各点に対応する候補枠の座標値と正解マスク画像との重複
度が５０％以上の場合にはポリープを示すラベル＝０が正解ラベルマップに格納される一
方で、当該重複度が０％以上５０％未満の場合には背景を示すラベル＝１が正解ラベルマ
ップに格納される。また、図５のステップＳ２の処理においては、ラベル＝０が正解ラベ
ルマップに格納される際に、候補枠から正解マスク画像のポリープ領域に外接する矩形へ
の変動量が正解枠変動量マップに格納される。
【０１１１】
　その後、図５のステップＳ３において、図５のステップＳ１の処理により入力された学
習画像と、図５のステップＳ２の処理により作成された正解枠変動量マップ及び正解ラベ
ルマップと、を用い、１回目のＲＰＮ７１ａの学習が行われる。
【０１１２】
　なお、図５のステップＳ３の処理においては、図５のステップＳ１で入力されたプレト
レーニングデータが特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの初期値として用いられる。また、図５の
ステップＳ３の処理は、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａ及び候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂの両方
を最適化するために行われる。また、図５のステップＳ３の処理においては、正解ラベル
マップ及びＲＰＮスコアマップのＳｏｆｔｍａｘ交差エントロピーと、正解枠変動量マッ
プ及びＲＰＮ枠変動量マップのＳｍｏｏｔｈ Ｌ１ Ｌｏｓｓと、に対して重み付けを行っ
て加えたものをｌｏｓｓ関数として用いるものとする。また、図５のステップＳ３の処理
においては、確率的勾配降下法（Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　Ｇｒａｄｉｅｎｔ　Ｄｅｓｃｅ
ｎｔ：ＳＧＤ）を用いて特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａ及び候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂを最適
化するものとする。
【０１１３】
　その後、図５のステップＳ４において、図５のステップＳ３の処理を経て構築された１
回目の学習済のＲＰＮ７１ａを、図５のステップＳ１の処理により入力された学習画像に
対して適用することにより、候補枠の座標値と、ポリープらしさを表すＲＰＮスコアと、
がそれぞれ算出される。
【０１１４】
　その後、図５のステップＳ５において、図５のステップＳ４の処理により算出された候
補枠の座標値と、図５のステップＳ１の処理により入力された正解マスク画像と、を用い
、１回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習用の正解枠変動量マップ及び正解ラベルマップが作成
される。
【０１１５】
　なお、図５のステップＳ５の処理により作成される正解枠変動量マップは、例えば、横
幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ／１６、出力候補枠数Ｍ、及び、チャンネル数４（ｘｙ方向それぞれ
の枠中心移動量及び枠幅拡大量）×Ａを具備するものとして作成される。また、図５のス
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テップＳ５の処理により作成される正解ラベルマップは、例えば、横幅Ｗ／１６、縦幅Ｈ
／１６、出力候補枠数Ｍ、及び、チャンネル数１（ラベル）×Ａを具備するものとして作
成される。また、図５のステップＳ５の処理においては、例えば、図５のステップＳ４の
処理により算出された候補枠の座標値と正解マスク画像との重複度が５０％以上の場合に
はポリープを示すラベル＝０が正解ラベルマップに格納される一方で、当該重複度が０％
以上５０％未満の場合には背景を示すラベル＝１が正解ラベルマップに格納される。また
、図５のステップＳ５の処理においては、ラベル＝０が正解ラベルマップに格納される際
に、候補枠から正解マスク画像のポリープ領域に外接する矩形への変動量が正解枠変動量
マップに格納される。
【０１１６】
　その後、図５のステップＳ６において、図５のステップＳ１の処理により入力された学
習画像と、図５のステップＳ５の処理により作成された正解枠変動量マップ及び正解ラベ
ルマップと、に基づき、１回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習が行われる。
【０１１７】
　なお、図５のステップＳ６の処理においては、図５のステップＳ１で入力されたプレト
レーニングデータが特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａの初期値として用いられる。また、図５の
ステップＳ６の処理は、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａ及び候補枠分類用全結合層７２ｄの両
方を最適化するために行われる。また、図５のステップＳ６の処理においては、図５のス
テップＳ３の処理で用いたものと同様のｌｏｓｓ関数及び最適化手法が用いられる。
【０１１８】
　その後、図５のステップＳ７において、図５のステップＳ１の処理により入力された学
習画像と、図５のステップＳ２の処理により作成された正解枠変動量マップ及び正解ラベ
ルマップと、を用い、２回目のＲＰＮ７１ａの学習が行われる。
【０１１９】
　なお、図５のステップＳ７の処理においては、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａが、図５のス
テップＳ６の処理を経て取得された１回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習結果で固定されてい
るものとする。また、図５のステップＳ７の処理は、候補枠検出用ＣＮＮ７２ｂだけを最
適化するために行われる。
【０１２０】
　その後、図５のステップＳ８において、図５のステップＳ７の処理を経て構築された２
回目の学習済のＲＰＮ７１ａを、図５のステップＳ１の処理により入力された学習画像に
対して適用することにより、候補枠の座標値と、ポリープらしさを表すＲＰＮスコアと、
がそれぞれ算出される。
【０１２１】
　その後、図５のステップＳ９において、図５のステップＳ８の処理により算出された候
補枠の座標値と、図５のステップＳ１の処理により入力された正解マスク画像と、を用い
、２回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習用の正解枠変動量マップ及び正解ラベルマップが作成
される。
【０１２２】
　その後、図５のステップＳ１０において、図５のステップＳ１の処理により入力された
学習画像と、図５のステップＳ９の処理により作成された正解枠変動量マップ及び正解ラ
ベルマップと、を用い、２回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習が行われる。
【０１２３】
　なお、図５のステップＳ１０の処理においては、特徴量抽出用ＣＮＮ７２ａが、図５の
ステップＳ６の処理を経て取得された１回目のＦＲＣＮＮ７１ｂの学習結果で固定されて
いるものとする。また、図５のステップＳ７の処理は、候補枠分類用全結合層７２ｄだけ
を最適化するために行われる。
【０１２４】
　すなわち、本実施形態の画像認識処理部６２ａは、図５に例示した一連の学習手順を経
て構築された検出用ＣＮＮ７１を用い、セレクタ４２ｂを経て出力される画像（鏡面反射
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領域が維持された画像）におけるポリープの有無を検出するとともに、当該検出したポリ
ープの位置及びサイズを示す検出枠を生成するように構成されている。
【０１２５】
　次に、画像認識処理部６２ｂにおいて用いられる分類用ＣＮＮの構成例等について、図
６を参照しつつ説明する。図６は、第２の実施形態に係る画像処理部の鑑別支援用画像認
識処理部において用いられる分類用コンボリューショナルニューラルネットワークの構成
例等を説明するための概念図である。
【０１２６】
　分類用ＣＮＮ８１は、図６に示すように、鏡面反射領域が補正された入力画像に対し、
コンボリューション層８１ａ及びプーリング層（サブサンプリング層）８１ｂによる処理
を３回繰り返して施した後で、２層の全結合層８１ｃによる処理をさらに施すことにより
、当該入力画像に含まれるポリープをＮＩＣＥ分類に従って分類して分類結果を得るよう
に構成されている。
【０１２７】
　なお、分類用ＣＮＮ８１の各コンボリューション層８１ａは、コンボリューション処理
の後に非線形関数（ＲｅＬＵ）を適用して得られる処理結果をプーリング層８１ｂへ出力
するように構成されているものとする。また、分類用ＣＮＮ８１においては、入力画像に
対し、コンボリューション層８１ａ及びプーリング層８１ｂによる処理が１回以上繰り返
して行われればよい。また、分類用ＣＮＮ８１においては、全結合層８１ｃが１層以上存
在していればよい。
【０１２８】
　一方、本実施形態においては、Ａｌｅｘ－ｎｅｔ、ＺＦＮｅｔ、ＶＧＧ－１６、Ｇｏｏ
ｇＬｅＮｅｔ、または、Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ等を用いて分類用ＣＮＮ
８１を構築することができる。そのため、ＶＧＧ－１６を用いて分類用ＣＮＮ８１を構築
した場合の例について以下に説明する。
【０１２９】
　ＶＧＧ－１６を用いて構築された分類用ＣＮＮ８１においては、３×３のサイズのコン
ボリューションフィルターが用いられるとともに、当該コンボリューションフィルターと
入力画像とのコンボリューション処理結果が非線形関数ＲｅＬＵに適用される。また、Ｖ
ＧＧ－１６を用いて構築された分類用ＣＮＮ８１においては、コンボリューション層によ
る処理が２回または３回続いた後で、ＭａｘＰｏｏｌｉｎｇ（前層の２×２の出力の中の
最大値を選択するサブサンプリング）が行われる。（なお、ＶＧＧ－１６においては、プ
ーリングが層の数としてはカウントされない。）そして、ＶＧＧ－１６を用いて構築され
た分類用ＣＮＮ８１においては、１３層のコンボリューション層による処理と、５回のＭ
ａｘ　Ｐｏｏｌｉｎｇと、を経た後で、３層の全結合層による処理が行われる。
【０１３０】
　次に、分類用ＣＮＮ８１の学習手順の一例について説明する。
【０１３１】
　分類用ＣＮＮ８１の学習においては、例えば、内視鏡システム１の外部の消化器内視鏡
画像データベース（以降、消化器内視鏡画像ＤＢと略記する）９１に格納された白色光画
像または狭帯域光画像のような内視鏡画像を利用することができる。そして、分類用ＣＮ
Ｎ８１の学習を行う際には、例えば、内視鏡画像と、当該内視鏡画像をＮＩＣＥ分類に従
って分類することにより生成したラベルと、を１組ずつ組み合わせたデータである学習デ
ータセットが用いられる。
【０１３２】
　分類用ＣＮＮ８１の学習においては、例えば、前述の学習データセットを数万組準備す
ることができる場合には、ＶＧＧ－１６ネットワークを直接学習させることができる。但
し、前述の学習データセットを十分な数だけ準備できない場合には、例えば、Ｉｍａｇｅ
Ｎｅｔのような大規模画像ＤＢを用いてプレトレーニングが行われたＶＧＧ－１６ネット
ワークに対し、消化器内視鏡画像を含むデータセットによるファインチューニングを施す
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ようにしてもよい。
【０１３３】
　分類用ＣＮＮ８１の学習においては、前述の学習データセットに含まれる画像が入力さ
れた際に、当該入力された画像に対するコンボリューション及びプーリングが繰返し行わ
れることにより信号が順方向に（入力側から出力側へ）伝播し、出力層の信号と教師信号
との差が誤差として算出され、当該算出された誤差が小さくなるように信号が逆方向に（
出力側から入力側へ）伝播するに従って各層の重みが更新される。そして、分類用ＣＮＮ
８１の学習が完了した際に、各層の重みが固定される。
【０１３４】
　そして、例えば、学習済の分類用ＣＮＮ８１に対して未知の画像が入力された場合には
、当該入力された画像に対するコンボリューション及びプーリングが繰返し行われること
により信号が順方向に伝播するとともに、出力層（全結合層）から出力される各信号値に
基づいて当該入力された画像が分類される。具体的には、例えば、ＮＩＣＥ分類のＴｙｐ
ｅ１、Ｔｙｐｅ２及びＴｙｐｅ３の３つのラベルにそれぞれ対応する３つの信号値が分類
用ＣＮＮ８１の出力層（全結合層）から出力されるとともに、当該３つの信号値の中で最
大値を示すラベルが分類結果として取得される。
【０１３５】
　すなわち、本実施形態の画像認識処理部６２ｂは、以上に述べたような方法で構築され
た分類用ＣＮＮ８１を用い、セレクタ４２ｂ及び鏡面反射領域補正部４２ｃを経て出力さ
れる画像（鏡面反射領域補正部４２ｃにより鏡面反射領域が補正された画像）に含まれる
ポリープをＮＩＣＥ分類に従って分類して分類結果を得るように構成されている。
【０１３６】
　以上に述べたように、本実施形態によれば、画像処理部４２の代わりに画像処理部６２
を設けてプロセッサ４が構成されている場合であっても、第１の実施形態と同様の作用効
果を発揮することができる。
【０１３７】
　なお、本実施形態によれば、例えば、分類用ＣＮＮ８１を用いて画像認識処理部６２ｂ
を構成する一方で、検出用ＣＮＮ７１の代わりに領域抽出用コンボリューショナルニュー
ラルネットワーク（以降、領域抽出用ＣＮＮと略記する）を用いて画像認識処理部６２ａ
を構成するようにしてもよい。
【０１３８】
　領域抽出用ＣＮＮは、例えば、セレクタ４２ｂを経て出力される画像（鏡面反射領域が
維持された画像）から正常な領域及びポリープが存在する領域をそれぞれ抽出して領域抽
出結果を取得し、当該取得した領域抽出結果を連結処理し、連結領域を含む画像に対して
鏡面反射領域を補正する処理を施し、当該処理を施した画像を分類用ＣＮＮに入力してＮ
ＩＣＥ分類に従う分類（Ｔｙｐｅ１、Ｔｙｐｅ２またはＴｙｐｅ３）を行うように構成さ
れている。
【０１３９】
　ここで、図７のようなネットワーク構成を含むＤｅｅｐＬａｂシステムを用いた領域抽
出用ＣＮＮの構成例等について以下に説明する。図７は、ＤｅｅｐＬａｂシステムに含ま
れるネットワーク構成の一例を示す図である。
【０１４０】
　ＤｅｅｐＬａｂシステムにおいては、入力画像がＣＮＮ（具体的にはＶＧＧ－１６の修
正モデル）に入力され、縦横の画像サイズがそれぞれ当該入力画像の１／８であるスコア
マップ（所定のカテゴリの尤度を表す）がカテゴリごとに出力され、当該出力されたスコ
アマップがバイリニア補間により当該入力画像と同サイズの画像となるように解像度変換
される。そして、入力画像及び解像度変換されたスコアマップに対して条件付き確率場（
具体的にはＦｕｌｌｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ＣＲＦ）に係る処理が施されることにより
、各画素がどのカテゴリに属するかを表す画像が出力される。
【０１４１】



(21) JP WO2018/105062 A1 2018.6.14

10

20

30

40

　画像のカテゴリ分類用のＣＮＮをカテゴリの領域抽出用のＣＮＮに転用したものとして
、例えば、全結合層を全てコンボリューション層に置き換えることにより、出力層から出
力されるカテゴリ確率に空間情報が含まれるようにしたＦｕｌｌｙ　Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉ
ｏｎａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＦＣＮ）が提案されている。そして、ＤｅｅｐＬａｂシステ
ムにおいては、ＶＧＧ－１６の修正モデルとしてＦＣＮが導入されている。
【０１４２】
　ＶＧＧ－１６の修正モデルは、図８に示すように、ＶＧＧの処理を構成する４つ目と５
つ目のプーリングにおけるストライドを２から１に修正し、３層ある全結合層を全てコン
ボリューション層に置き換えることにより、出力層からの出力が入力画像の１／８のサイ
ズになるようにしている。また、ストライドを２から１に修正した４つ目のプーリングの
直後のコンボリューション層では、フィルタの入力側のサンプリングの画素間隔を元の２
倍の間隔とすることにより、フィルタ特性と入力側の画像のサンプル画素位置とを整合す
るようにしている。同様に、５つ目のプーリングの直後のコンボリューション層の入力側
のサンプリング画素間隔を元の４倍の間隔としている。ＶＧＧ－１６の修正モデルの出力
スコアマップは、入力画像の１／８のサイズとなっているため、バイリニア補間により入
力画像と同じサイズに解像度変換された後で、Ｆｕｌｌｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ＣＲＦ
に係る処理を行う。
【０１４３】
　ＤｅｅｐＬａｂシステムにおいては、ＶＧＧ－１６の修正モデルの出力スコアマップに
含まれる空間情報が低解像度であるため、当該出力スコアマップに対してＦｕｌｌｙ　Ｃ
ｏｎｎｅｃｔｅｄ　ＣＲＦに係る処理を施すことにより、画素単位の高精度な領域抽出が
行われるようにしている。また、Ｆｕｌｌｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ＣＲＦは、入力画像
及び解像度変換されたスコアマップの入力に応じてカテゴリマップを出力するように構成
されている。また、Ｆｕｌｌｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ＣＲＦは、スコアマップから得ら
れるカテゴリの尤度に基づくｕｎａｒｙ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌと、入力画像の全ての画素
間で計算される「似た色が近くにあるか」を示す指標及び「カテゴリ領域のスムーズさ」
を示す指標に基づくｐａｉｒｗｉｓｅ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌと、を用いた反復的な処理を
行うことにより、当該入力画像に含まれる各画素のカテゴリを推定する。
【０１４４】
　また、本実施形態によれば、例えば、検出用ＣＮＮ７１を用いて画像認識処理部６２ａ
を構成する一方で、分類用ＣＮＮ８１の代わりに前述の領域抽出用ＣＮＮを用いて画像認
識処理部６２ｂを構成するようにしてもよい。なお、このような構成においては、セレク
タ４２ｂから出力される画像におけるポリープを含む部分を矩形に切り出す処理により鏡
面反射領域が除外された画像が画像認識処理部６２ｂに入力されることが望ましい。
【０１４５】
　また、本実施形態によれば、例えば、前述の検出用ＣＮＮ７１を適宜変形することによ
り、画像認識処理部６２ａ及び６２ｂの両方の機能を実現するようにしてもよい。具体的
には、例えば、ＲＰＮ７１ａ及びＦＲＣＮＮ７１ｂが別々の特徴量抽出用ＣＮＮを具備し
、ポリープの探索が行われている際に、鏡面反射領域が維持された画像がＲＰＮ７１ａの
特徴量抽出用ＣＮＮに入力され、ポリープの鑑別が行われている際に、鏡面反射領域補正
部４２ｃにより鏡面反射領域が補正された画像がＦＲＣＮＮ７１ｂの特徴量抽出用ＣＮＮ
に入力されるようにすればよい。
【０１４６】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
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